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12月２日以降の医療機関等における
マイナンバーカードを用いた資格確認



医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法（12月２日以降）
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資格確認方法 備考

①

マイナ保険証
※顔認証マイナンバーカード含む

電子証明書の有効期間内のみ、医療情報等の提供の同意
に基づくよりよい医療を受けることが可能
12月２日以降、電子証明書の有効期限が過ぎても３か月
間は引き続き資格確認を受けることが可能

マイナポータル画面（PDF含む）
＋マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口でスマートフォンの画面を提示

資格情報のお知らせ
＋マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示

② 資格確認書（・健康保険証）

資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能
マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の
期限が切れるまでに申請によらず職権交付
健康保険証は、12月２日以降、有効期限の範囲内で最長
１年間使用可能

※マイナ保険証の場合には、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の提示は不要。



マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの対比表
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マイナ保険証 資格確認書 資格情報のお知らせ
対象者 マイナンバーカードを取得して保険証

利用登録をした方
電子資格確認を受けることができない方
（マイナ保険証未保有者、マイナンバー
カード未保有者等）
※現行の保険証が失効する後期高齢者はマイナ
保険証の保有状況に関わらず職権交付の対象
（令和７年7月末までの暫定的な運用）

マイナ保険証の保有者
※被用者保険は今年度は全加入者、それ以
降は新規加入時等に交付
※後期高齢者については、左記の暫定的な運
用の間はマイナ保険証の保有者に対しても資
格情報のお知らせを交付せず、資格確認書を
交付

取得方法・受取
手段

自治体に交付申請、原則対面での受取 当分の間はマイナ保険証未保有者等に保
険者が申請によらず交付
（原則は申請交付）

保険者が申請によらず交付

用途・使用方法 医療機関での資格確認時に、顔認証付
きカードリーダーにかざして利用
※顔認証・暗証番号入力・目視確認のいずれ
かで本人確認

厳格な本人確認により、オンライン資
格確認等システムを通じて自身の医療
情報等を医療機関に提供可能

医療機関での資格確認時に、窓口に提示

※医療機関への自身の医療情報の提供不可

単体では受診不可。
マイナ保険証が読み取れない場合や、
オン資義務化対象外施設・経過措置対
象施設でカードリーダーが設置されて
おらず、オンライン資格確認が受けら
れない場合等に、マイナ保険証と併せ
て提示することで受診可能

券面事項 氏名・生年月日・性別・住所
※裏面にマイナンバー

氏名・生年月日・性別、被保険者番号
（負担割合）・保険者名・住所

氏名、被保険者番号（負担割合）・保
険者名

様式・素材 カードのみ 基本はカード型
（その他、ハガキ・Ａ４型等）

Ａ４紙（右下切り取り可）

発行開始時期 発行開始済み 令和６年12月２日～
※基本的な運用としては現行の保険証の有効期
限が切れるタイミング又は経過措置が終了す
るタイミングで一斉に職権交付、その他新規
加入時等に職権交付

令和６年12月２日～
※被用者保険は令和６年９月から開始、地域
保険（市町村国保）は基本的には保険証の期
限が切れるタイミングで交付
※このほか、12/2以降、新規加入時や負担割
合変更時等に交付

有効期限 電子証明書は５年間
※更新時は市区町村で手続が必要、未更新の
ままだと利用登録が解除され資格確認書が
職権で交付される

最大５年で保険者が定める範囲
※更新あり

負担割合等が変わらない範囲内で利用
可能
※後期高齢者等については、保険者が有効期
限を設定 4



資格確認書と現行の保険証（国民健康保険・カード型の例）

保険証資格確認書 70歳以上の
負担割合の
発効期日を

追記
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資格情報のお知らせ（様式例）
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資格情報のお知らせ 

（保険者名） 

（保険者番号） 
 

あなたの加入する健康保険の資格情報を下記のとおりお知らせします。 
なお、このお知らせのみでは受診できません。 
 

記号 000 番号 00000000 

（枝番）00 

氏名 佐藤 太郎 

ﾌﾘｶﾞﾅ ｻﾄｳ ﾀﾛｳ 
負担割合（70歳以上のみ記載） ○割 

適用開始年月日 平成○年○月○日 

交付年月日 令和○年○月○日 

※ 70 歳以上の場合、負担割合のほか、有効期限、発効期日を記載。（下部の切り取り箇所も同様） 

 スマートフォンをお持ちの方は、以下の QR コードからマイナポータルにログインすることで、 
ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。 

 

－ マイナポータルへのアクセス・ダウンロードはこちら － 

          

 

 マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面
をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます（スマートフォンを
お持ちでない方は、この文書をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診い
ただけます）。 

 

 

 

資格情報のお知らせ 
 

令和○年○月○日発行 

（交付者名） 

（保険者番号）  
 

記号 000 番号  00000000  （枝番）00 

氏名   佐藤 太郎 

負担割合  ○割（70歳以上のみ記載） 

 

受診の際にはマイナ保険証があわせて必要です 

下部を切り取ってご利用いただくこともできます 

（このお知らせのみでは受診できません） 



マイナポータルでの資格情報画面
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マイナポータルの画面 端末にダウンロードされるPDF
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